
介護保険

以下の①②の項目を合算したものがご利用料金となります。

①基本料金

訪問時間 要介護1～5 1割負担 2割･3割 要支援1・2 1割負担 2割･3割

20分未満 1回につき3,110円 311円 1回につき3,000円 300円

30分未満 4,670円 467円 4,480円 448円

30分以上60分未満 8,160円 816円 7,870円 787円

60分以上90分未満 11,180円 1,118円 10,800円 1,080円

訪問時間 要介護1～5 1割負担 2割･3割 要支援1・2 1割負担 2割･3割

20分 1回につき2,960円 296円 1回につき2,860円 286円

40分 5,920円 592円 5,720円 572円

②加算料金

介護保険法の規定により以下の場合は加算料金が必要になります。

加　算 利用料金 1割負担 2割･3割

初回加算 3,000円 300円

緊急時訪問看護加算 5,740円 574円

特別管理加算Ⅰ 5,000円 500円

特別管理加算Ⅱ 2,500円 250円

退院時共同指導加算 6,000円 600円

サービス提供体制強化加算 60円 6円

ターミナルケア加算 20,000円 2,000円

複数名訪問加算 2,540円 所要時間30分未満の場合 254円

(同時に複数の看護師等) 4,020円 所要時間30分以上の場合 402円

長時間訪問看護加算 3,000円 300円

看護介護職員連携強化加算 3,000円 300円

※初回加算は新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対し、訪問看護を提供した場合に加算します。

※ターミナルケア加算は介護予防訪問看護では該当外となります。

③その他の費用

算定用件

1月に1回

1月に1回　支給限度額外

1月に1回　支給限度額外

　　深夜(午後10時～午前6時)

基本料金の25％増し

基本料金の50％増し

1月に1回(退院時共同指導加算は算定不可)

看護師による訪問の場合

理学療法士等による訪問の場合

※准看護師の場合は1回につき90％の金額になります

　　早朝(午前6時～午前8時)・夜間(午後6時～午後10時)

左金額の

2倍

若しくは

3倍分

左の金額

の2倍

若しくは

3倍分

左金額の

2倍･3倍

交通費
通常の業務の実施地域内で10kmを超えたら1回につき200円請求

（1km増すごとに10円加算）

死後の処置料 家族の希望で訪問看護と連携して行われる死後の処置料　10,500円

左金額の

2倍･3倍

左金額の

2倍

若しくは

3倍
死亡月に1回　支給限度額外

1回につき

1月1回限り

1回につき(初回加算は算定不可)

1回につき


